
1.発生動向 3．新型コロナウイルス感染症の段階適用状況

週 週 週 週 注意報レベル

10月16日 ～ 10月22日 10月23日 ～ 10月29日 10月30日 ～ 11月5日 11月6日 ～ 11月12日 開始基準値 収束基準値 基準値

栗原支所管内定点数：＃は３施設。それ以外は２施設

２．施設対応状況   （過去２週間における支所対応状況）

前週 0 11/8～11/14

対応状況 ー ー ー

◎：複数対応中、〇：対応施設あり、ー：対応無し
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宮城県大崎保健所栗原支所　感染症発生動向調査情報
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HP:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-khhwfz/ktindex.html

-

9

ー

- - -

-

- - -

0

4

0

-

-

0 1

４.栗原支所より
※県の在院者数は毎週水曜日時点
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８５人

今週 0 11/15～11/21 77人

備考

施設区分 保育所 高齢者・障害者入所施設 医療機関
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急性出血性結膜炎

川崎病

マイコプラズマ肺炎

感染性胃腸炎（ロタウイルス）

-

＊「1.発生動向」の解釈について

・上段は圏域全体で一週間に診断した患者数
・下段は一つの定点（医療機関）において一週

間に診断した患者数
・下段の定点当たりの数値を表右側の判断基

準と照らし合わせて評価してください。
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上段は発生患者数、下段は定点当たり
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判断基準（定点当たり)
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【 定点把握対象疾患 】
• インフルエンザは前週より減少しています。

• 新型コロナウイルス感染症は前週より減少してい

ます。

• 感染性胃腸炎は前週と同じ発生数です。

【 集団発生情報 】
新たな集団発生の報告はありません。

【 感染症コラム ～接触感染～ 】
• 感染しているヒトの体液（唾液、便など）あるいは

それらが付着した物（ドアノブ、手すり等）など、病

原体に汚染されいている場所を直接触れる行為

（握手、だっこ、頬ずり等）を介する感染です。

• 病原体が体の表面に付くだけでは感染しませんが、

付着した病原体が体内に入ることで感染が成立し

ます。

• 例えば、病原体が付着した手で口、鼻または目を

触る、こどもの場合は病原体が付着したおもちゃ

を舐める等によって病原体が体内に侵入します。

また、傷のある皮膚から病原体が侵入する場合も

あります。

• 予防には手洗い、手指消毒、PPE着用、清掃・環境

消毒・トイレの衛生管理が重要です。

• 自分が感染した場合、周囲に病原体をまき散らさ

ないように咳エチケット等を心掛けましょう。

国の基準に基づき、在院者数に応じた本県の段階（0～Ⅲ）を定め、段階に応じて即応病床数

を設定しています。


